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 別添１ 

業界交流・企業説明会等開催事業業務委託仕様書 

 

１ 業務の目的 

 本業務は、県内事業者との意見交換会、職業体験ガイダンス、オンライン企業説明会、県内企業

見学会及び講師派遣を行うことにより、高校生や中学生、保護者、教職員が、宮崎で暮らし働くこ

との魅力や県内の企業の魅力を知る機会を創出し、高校生の県内就職の促進、県内企業の人材確保

に資することを目的とする。 

 

２ 業務にあたって配置する人員 

 本業務を円滑に実施するために、総括コーディネーター１名、補助担当者１名を配置すること。

総括コーディネーターは本業務の全体責任者として、業務の進捗管理、県や関係機関との連絡・調

整を行う。 

 

３ 委託業務の内容  

 委託する業務の内容は次の（１）から（５）までとする。なお、以下の内容を踏まえ、上記の目

的をより効果的に達成するため、業務内容を追加して実施しても差し支えないものとする。 

 

（１）県内事業者との意見交換会 

中学２年生を対象に、県内の事業者との対話方式の意見交換会を運営する。 

また、生徒が県内の様々な業種の事業者を理解するための職業事前学習を実施する。 

 

   ア 開催日程 

     令和７年６月から令和８年３月までの間で、中学校の希望実施日を基に日程を決定する。 

 

     イ 対象者 

  原則中学２年生とする。ただし、小規模校については複数の学年での実施も可能とする。 

 なお、保護者の同席も可能とする。 

 

   ウ 実施場所 

     各中学校の体育館及び教室等  

 

   エ 実施校の募集・選定 

     県が公立及び私立中学校に対して募集を行う。受託者は募集を行っていることの周知のほ 

か、応募のとりまとめを行う。 

応募があった中から、県と受託者が協議の上、15 校程度を選定する。 

 

   オ 実施方法 

下記(ｱ)及び(ｲ)を合わせて実施するが、中学校のニーズに合わせて、柔軟に対応するこ

と。 

(ｱ) 意見交換会 

生徒が希望する事業者のブースを移動し、１回あたり 20 分程度の意見交換を２～３回実     



- 2 - 

 

施する。開催時間は中学校の授業時間の１～２時限程度の 50 分から 110分程度とする。 

(ｲ) 職業事前学習 

意見交換会と同日、もしくは別の日に 50 分程度で実施する。実施方法は中学校のニーズ   

を考慮し、対面式に限らずオンラインツールなどを活用してもよい。学習内容について提

案すること。 

 

カ 参加事業者 

参加事業者数は、１校に対して最大 10社程度とする。参加事業者については、中学校の業  

種や職種に対するニーズを考慮して、受託者が候補を提案することとし、県と協議の上で決

定する。 

企画提案書において、選定の参考候補として 10 社（異なる業種）を記載すること。 

参加事業者の選定の際は、以下の企業情報等も参考にすること。 

・ 働きやすい職場「ひなたの極」認証企業、宮崎中小企業大賞・宮崎県次世代リーディ 

ング企業等の県や国から優良企業の認証を受けた企業 

・ 県雇用労働政策課の企業紹介冊子（ワクワクＷＯＲＫ！宮崎）掲載企業 

・ 県教育委員会生涯学習課のアシスト事業登録企業である「アシスト企業」 

 

   キ 謝金・旅費の支払 

参加事業者に対し、謝金（１社あたり上限１万円）及び旅費（１社あたり上限 2,400 円）

の支払を行う。 

         職業事前学習の講師に対し、謝金（１人あたり上限 5,000 円）の支払を行う。 

支払を行う場合は、参加事業者から領収書等を徴収し、支払額の根拠を証明書類で明らか

にすること。 

なお、謝金・旅費に執行残があった場合には、県と協議の上、当仕様書内の他の事業費に

振り替えることができる。 

 

   ク 開催準備業務 

(ｱ) 中学校・事業者に対して連絡及び調整を行うとともに、実施までの流れ、当日のスケジ 

ュール、会場レイアウト等の企画をした上で、資料を作成し案内すること。 

(ｲ) 参加事業者の決定後、生徒への希望調査用紙を作成し、中学校に配布する。中学校での 

希望調査を実施後、振り分けをし、クラス別・意見交換する事業者別の一覧を中学校へ報

告する。振り分けにあたっては第一希望を優先するとともに、中学校のニーズに応じて調

整すること。 

(ｳ) 中学校には、必要に応じて教員に司会者の依頼、音響機器の借用、アンケートの実施等 

を依頼するなど、開催に向けた調整を行う。 

(ｴ) 事業者には、事前に中学生への話し方や要点等を含めて助言し、意見交換が円滑に進む 

よう工夫を図ること。 

 

   ケ 当日業務 

     学校担当者との連絡、会場設営、運営、事業者・生徒の誘導、アーカイブ配信に向けた撮

影、アンケート配布等を行う。 
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   コ  アンケートの回収、集計 

生徒、学校及び事業者からアンケートを回収し、データ集計を行い、当事業の改善に活か  

すこと。 

なお、各校での意見交換終了時には実績報告（参加者数、参加企業、生徒・学校・参加事  

業所アンケート結果等）をすること。 

 

サ アーカイブの作成・掲載 

  意見交換会 15 回のうち少なくとも５回について、後日アーカイブとして配信する。 

  受託者はアーカイブ配信に向けた撮影を行い、当課 YouTube チャンネルへ動画をアップロ 

ードすること。アップロードにあたっては、アクセス権限を付与する予定。 

なお、動画については事業名及び企業名を冒頭に表示またはテロップとして表示するよう 

編集を行うとともに、聴覚障がい者への配慮のため、字幕を入れること。 

    

   シ 成果品 

     アーカイブ動画を作成し、当課 YouTube チャンネルへアップロードすることをもって成果

品とする。 

 

（２）職業体験ガイダンス 

高校１・２年生を対象に、生徒が出展企業の業務の一部を体験できるほか、出展企業の製品や

サービスの紹介を受けるなど、職業体験を通じて企業の魅力を知ることのできる職業体験ガイダ

ンスを実施する。 

 

   ア 開催日程 

     令和７年６月から令和８年３月までの間で、高校の希望実施日を基に日程を調整する。 

 

   イ 対象者 

原則高校１年生及び２年生とする。ただし、学校の規模や希望に応じて、１年生のみ、ま 

たは２年生のみを対象とした実施も可能とする。 

なお、保護者の同席も可能とする。 

 

   ウ 実施場所 

     各高校の体育館及び教室等 

 

   エ 実施校の募集・選定 

県が県立及び私立高校に対して募集を行う。受託者は募集を行っていることの周知のほ

か、応募のとりまとめを行う。 

応募のあった中から、県と受託者が協議の上、５校程度を選定する。 

 

   オ 実施方法 

開催時間は２時間程度とする。個別ブース方式とし、会場内をスムーズに移動できるよう 

にすること。生徒にとって分かりやすく、また、興味を持って、多くのブースを回ることが

できるよう、ブース配置や時間配分、展示内容や体験メニュー等の工夫を提案すること。  
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         ただし、実施にあたっては、高校のニーズに合わせて、柔軟に対応すること。 

 

   カ 参加事業者 

参加事業者数は、高校１校に対して最大 20 社程度とする。参加事業者については、高校の   

業種や職種に対するニーズを考慮して、受託者が候補を提案することとし、県と協議の上で

決定する。 

 

   キ 謝金・旅費・出展等に必要な経費の支払 

参加事業者に対し、講師謝金（１社あたり上限２万円）、旅費（１社あたり上限 2,400

円）、職業体験等に要する経費（１社あたり上限１万円）の支払を行う。 

支払を行う場合は、参加事業者から領収書等を徴収し、支払額の根拠を証明書類で明らか

にすること。 

なお、謝金・講師の旅費に執行残があった場合には、県と協議の上、当仕様書内の他の事

業費に振り替えることができる。 

 

   ク 開催準備業務 

(ｱ) 高校・事業者に対して連絡及び調整を行うとともに、実施までの流れ、当日のスケジュ 

ール、会場レイアウト等の企画をした上で、資料を作成し案内すること。 

(ｲ) 高校には、必要に応じて教員に司会者の依頼、音響機器の借用、アンケートの実施等を 

依頼するなど、開催に向けた調整を行う。 

 

   ケ 当日業務 

     学校担当者との連絡、会場設営、運営、事業者・生徒の誘導、アンケート配布等を行う。 

     

   コ  アンケートの回収、集計 

生徒、学校及び事業者からアンケートを回収し、データ集計を行い、当事業の改善に活か 

すこと。 

なお、終了時には実績報告（参加者数、参加企業、生徒・学校・参加事業所アンケート結

果等）をすること。 

 

（３）オンライン企業説明会 

    高校１・２年生を対象とし、オンラインによる企業説明会を実施する。 

 

    ア 開催日程 

     令和７年６月から令和８年３月までの間で、開校日の開催を基本に日程を決定する。 

 

    イ 対象者 

     高校１年生及び２年生 

 

   ウ 参加企業 

企業紹介冊子「ワクワクＷＯＲＫ！宮崎」掲載企業の中の 50 社程度とする。ただし、県が 

参加企業の募集及び選定を行い、企業への連絡等は受託者が行う。 
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なお、企業への謝金・旅費等は発生しない。 

 

エ 実施方法 

オンラインで実施することとし、原則リアルタイムでの配信とする。撮影方法及び配信方 

法について提案事項とする。 

当日は、企業の説明や質疑応答を円滑に行うために、司会者を配置することとし、リアル 

タイム配信中に参加者が参加企業へ質問できる手法についても提案すること。万が一、リア 

ルタイム配信対応が難しい状況が生じた場合は、事前収録等により対応すること。 

    視聴数の集計を行い、企業説明会終了後、速やかに県に報告すること。 

 

オ １社当たりの配信時間 

  質疑応答を含め最大 30 分程度とする。なお、各企業の配信時間は、同業種、同地域の企業 

が同時間帯に配信することのないよう工夫すること。 

 

   カ 開催準備業務 

(ｱ) 会場手配、会場レイアウトの企画、会場管理者との調整、学校及び企業との連絡調整を 

行う。 

(ｲ) 高校１・２年生の就職希望者及び学校への周知を図るため、受託者が高校生向けチラシ 

を約 6,000 部作成し、高校・特別支援学校等の生徒と教員分を学校に郵送すること。高校

生向けチラシには、当日の配信日程、企業紹介冊子の紹介、URLやＱＲコード等を掲載し、

高校生が分かりやすく、参加したいと思わせるよう工夫すること。 

(ｳ) 参加企業には、当日の日程、事前準備事項、会場レイアウトや当日の留意事項等をまと 

めた資料を作成し、案内すること。 

(ｴ) 参加企業へ当日使用する資料の作成を依頼すること。資料については、高校生に分かり 

やすいものとなるよう助言を行うこと。 

(ｵ) 生徒向けの事前配布用の資料を電子データで作成し、参加申込者へ送付するとともに、 

特設サイトを作成する場合には、サイトへの掲載を行う。資料には、視聴方法の説明や企

業紹介冊子の活用方法、事前学習や事後学習のためのワークシートを含めること。 

 

   キ 当日業務 

     会場の設営及び撤去、配信または録画に必要な機器の準備、参加企業への指示等を行うこ 

と。 

 

   ク アンケートの実施 

実施後、高校生及び学校、企業等において、アンケートを行い、集計及び分析をするこ 

と。終了時には実績報告（参加者数、参加企業、視聴回数、アンケート結果等）をするこ 

と。 

 

   ケ アーカイブの作成・配信 

当日の配信動画を録画し、後日アーカイブ配信を行う。 

当課 YouTube チャンネルへ動画をアップロードすること。アップロードにあたっては、ア 

クセス権限を付与する予定。 
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なお、動画については事業名及び企業名を冒頭に表示またはテロップとして表示するよう 

編集を行うとともに、聴覚障がい者への配慮のため、字幕を入れること。 

動画データは参加企業に提供し、参加企業のホームページへ掲載するなどの利用を可能と

する。 

 

   コ 成果品 

     アーカイブ動画を作成し、当課 YouTube チャンネルへアップロードすることをもって成果

品とする。 

 

（４）県内企業見学会及び講師派遣 

中・高校生の保護者及び教職員を対象に、県内企業の見学会及び県内企業から学校等で開催さ 

れる研修会や会議等への講師派遣を実施する。 

 

ア  開催日程 

令和７年６月から令和８年３月までの間で、学校やＰＴＡの希望実施日を基に日程を調整 

する。 

 

イ 対象者 

中・高校生の保護者、教職員 

なお、生徒の同席も可能とする。教職員が在籍する教科会・学年会・研究会等やＰＴＡに

よる研修で利用する場合は、１日あたり 10 名以上の参加となるように努めること。 

 

ウ 実施場所 

企業又は各学校等、会場使用料が発生しない場所であること。 

 

エ 実施方法 

(ｱ) 県内企業見学会 

実施団体が見学する企業の選定と当日のタイムスケジュールを作成する。見学先までの

移動手段は実施団体が確保する。 

(ｲ) 講師派遣  

県内企業の講師を選定し、学校等に派遣する。講師派遣の時間は 30 分以上とし、団体の   

要望に応じた時間で実施する。 

 

オ 実施団体の募集・選定 

県が学校やＰＴＡ協議会等に対して、実施団体の募集を行う。 

受託者は募集用チラシの作成及び県へのデータの提出のほか、応募のとりまとめを行う。 

応募があった中から、受託者と県が協議の上、実施団体 10 団体程度を決定する。希望する   

団体が無い場合は、県と受託者で団体へ実施を依頼する。 

 

カ 見学会受入及び講師派遣企業の選定 

受託者は実施団体の希望を基に見学会受入または講師派遣する企業を選定し、依頼を行う 

こと。 
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なお、講師派遣については、必ずしも実施団体ごとに異なる講師を選出する必要は無い 

が、３名以上の選出をすること。 

企画提案書においては、選定候補として３名以上を記載すること。 

 

キ 謝金・旅費の支払 

講師派遣した企業に対し、謝金（１社あたり上限１万円）及び旅費（１社あたり上限 2,400 

円）の支払を行う。 

支払を行う場合は、企業から領収書等を徴収し、支払額の根拠を証明書類で明らかにする 

こと。 

なお、謝金・講師の旅費に執行残があった場合には、県と協議の上、当仕様書内の他の事 

業費に振り替えることができる。 

 

ク 開催準備業務 

(ｱ) 実施団体の責任者、見学を受け入れる企業及び講師との連絡・調整をし、当日のスケジ 

ュール、会場レイアウト等の必要な情報を案内する。 

(ｲ) 講師へ講演用資料の作成を依頼すること。 資料については、パワーポイントや写真、動 

画等を活用し、分かりやすいものとなるよう助言を行うこと。 

(ｳ) 講師が作成した資料について、参加者人数分の印刷を行う。 

(ｴ) 必要な機材（マイク、パソコン、プロジェクター、撮影機器等）を手配すること。講演 

会場が大人数規模の場合など、必要に応じて実施団体に会場設営等の協力依頼をする。 

 

ケ  当日業務 

企業見学会については、受入企業の対応や参加者の誘導、運営等を行う。 

講師派遣については、会場設営、パソコン機器等準備、講師対応、運営、撤収等を行う。

なお、アーカイブ配信を予定している日程については、撮影を行う。 

 

     コ アンケートの実施 

団体・企業等において、アンケート及びデータの集計・分析を実施し、当事業の改善に活 

かすこと。終了時には実績報告（企業見学先、講師名、参加者数、団体・企業アンケート結 

果等）をすること。 

 

     サ アーカイブの作成・配信 

企業見学会や講師派遣のうち少なくとも５回について、後日アーカイブとして配信する。 

受託者はアーカイブ配信に向けた撮影を行い、当課 YouTube チャンネルへ動画をアップロ 

ードすること。アップロードにあたっては、アクセス権限を付与する予定。 

  なお、動画については事業名及び企業名を冒頭に表示またはテロップとして表示するよう 

編集を行うとともに、聴覚障がい者への配慮のため、字幕を入れること。 

 

   シ 成果品 

     アーカイブ動画を作成し、当課 YouTube チャンネルへアップロードすることをもって成果

品とする。 
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（５）高校生の就職に関する意識調査 

  就職者の多い県立高校及び私立高校の約 40校を対象に就職に関する意識調査を電子アンケート 

で行う。県がアンケートの作成及び学校への調査依頼を行い、受託者が集計を行う。 

 調査は 12月頃に実施し、集計結果を実績報告時までに提出すること。 

     

４ 契約に関する条件等 

（１）無料サービスの原則 

本業務により提供するサービスについては、利用者に金銭負担を生じさせないことを原則とす 

る。ただし、イベント等において旅費や飲食代等実費相当分の負担を求めることは可能とする。 

 

（２）本業務の引継ぎ 

受託者は、本業務に係る契約の終了後、他社に本業務の引継ぎを行う必要が生じた場合には、 

利用者の利便性を損なわないよう必要となる措置を講じ、円滑な引継ぎに努めるものとする。具

体的な内容については、受託者と県の協議によることとする。 

 

（３）成果品等の納入 

委託業務を完了したときは、直ちに成果品、事業実績書及び収支精算書を提出すること。 

 

（４）権利の帰属等 

受託者が委託料により購入した備品等のうち、県が指定したものについては、本業務に係る契

約が終了したときをもって、県に帰属するものとする。 

 

５ 協議 

 この仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合またはこの仕様書に定めのない事項につい

ては、県と協議の上、定めるものとする。  


